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新しい展開への過渡期の合意 

森と干潟と海の自然環境が一体として残る三浦半島小網代の森は、地権者各位のご理解のもと、

行政・財団・市民団体等による保全努力が、長く、さまざまに展開されてまいりました。その大成

果として、平成 17（2005）年 9 月、小網代の谷 70ha が、国土審議会において「首都圏近郊緑地保

全地域」に指定され、平成 22 年（2010）2 月には、全体保全に必要な用地を神奈川県が確保する

に至り、同年 7 月、保全の完了と今後の整備に向けて一般散策の自粛要請が、神奈川県知事より表

明されるに至りました。 

今後数年にわたる環境ならびに通路（階段・木道）整備期間を経て、一般開放される予定です。

また、湿地環境等の回復整備については、整備期間ならびにそれ以降も視野に入れ、NPO 法人小網

代野外活動調整会議が引き続き担当してまいります（資金につきましては、かながわトラストみど

り財団よりの助成金ほかの支援を受けてまいります）。 

つきましては、2014 年春までの暫定期間における、「小網代の谷の散策／利用等における基本合

意」を、以下のように定めますので、ご賛同をお願い申しあげます。  

 

過渡期（2011～2014 年春）の合意 

自然観察会・ボランティア活動等に関して 

① 暫定期間中は、神奈川県及び NPO 法人小網代野外活動調整会議による環境回復ならびに整備

のための作業が進みます。これに伴い、調整会議による一般散策路の安全確保、草刈等は中

止されており、安全の保障ができません。県知事よりの通行自粛要請を遵守し、小網代の森

における一般的な散策、自然観察会の実施は、自粛をお願いたします。 

② 以上の要請は、干潟周辺の一部には適用されませんが、重要な生物生息地が点在することもあ

り、干潟周辺での大規模な活用等につきましては、NPO 法人小網代野外活動会議、かながわ

トラストみどり財団等への事前のご相談をお願いします。なお、湾奥の通路に沿った一般的

な散策や自然観察は、公道上の活動でありますので、常識の範囲で進めていただいて、問題

はありません。 

③ 学習ならびにボランティア支援を要素とした小網代訪問につきましては、NPO 法人小網代野

外活動調整会議、かながわトラストみどり財団への事前のご相談をお願します。なお、毎月

第三日曜日には、NPO 法人小網代野外活動調整会議の定例作業にあわせ、9：30 三崎口駅前

集合で、ボランティア活動参加を条件とした「ボランティアウオーク」（参加自由）が調整会

議主催で実施されております。簡単なボランティア作業（クリーンアップや植生管理支援）

とともに、干潟周辺ならびに谷の一部の領域の観察活動が可能ですので、ご利用ください。  

 



ご訪問に関するご相談・事前の調整等に関して 

① これに関しましては、従来どおり、NPO 法人小網代野外活動調整会議あるいはかながわトラ

ストみどり財団に電話・メール等でご連絡・ご相談くださいますようお願申し上げます。  

② 連絡調整につきましては、NPO 法人小網代野外活動調整会議の HP（http://www.koajiro.org/）

をご参照いただき、同ページにあります、「小網代の森利用連絡・調整票」（PDF）をダウン

ロードして、必要項目をご記入のうけ、用紙に銘記された送信先に、ファクスでお送りいた

だけますようお願い申上げます。記入事項にあわせて、調整会議より、可能な支援・注意事

項等につきまして、アドバイス、あるいはお知らせを申し上げます。  

報道機関・研究機関等のみなさまへ 

以上の規定につきましては、報道機関・研究機関等の皆様についても、同様にご協力願います。

事前のご連絡、ご相談をよろしくお願いいたします。報道、研究活動等につきましては、保全整備

の状況などとも密接にかかわることもあり、神奈川県の担当部署との調整もお願することになるか

と存じます。 

保全対策検討委員会への情報提供 

 みなさまの訪問記録につきましては、適宜とりまとめ、神奈川県環境農政局自然環境保全課の主

催する「小網代の森 保全対策協議会」に通知されますので、ご了承ください。 

アカテガニの放仔期間の活動に関して（７～８月） 

以上の規定を遵守しつつ、一部保全地域（大蔵緑地・アカテガニ広場ならびに地先の海岸）

を神奈川県のご了解のもとに活用して、アカテガニのお産の季節には、NPO 法人小網代野外活

動調整会議が、カニパトロールを実施し、「カニパトマニュアル」に沿って、観察マナーや観察

法をアドバイスします。 

実施日につきましては、NPO 法人小網代野外活動調整会議の HP 等で公表されておりますの

で、ご確認ください。ご参加の場合は、公表された時間予定に沿ってご参加いただき、現地で

は、カニパトスタッフの指示に従ってください。 

① グループとして参加される場合は、リーダーとなる方は可能な限り事前にカニパトに参加し、

知識や技術を身につけてください。  

② 団体が観察会を企画する場合は、日程や規模を、事前に NPO 法人調整会議事務局に連絡する

こととします。 

③ 地元からの強い要望、ならびに従来の実績にそい、カニパト期間は、NPO 法人小網代野外活

動調整会議が、カニパト日程とは別に、海辺周辺の警備を実施する可能性があります。  

 

NPO 法人 小網代野外活動調整会議 

〒223－0053 

横浜市港北区綱島西 2-5-10 ｺｰﾘﾝ綱島 4Ｆ 

電 話 045－540－8320 

ＦＡＸ 045－546－4344 

ホームページ http://www.koajiro.org/ 

E-mail    jimu@koajiro.org 

 
財団法人 かながわトラストみどり財団 

〒220－0073  

横浜市西区岡野町 2－12－20 

神奈川県横浜西合同庁舎内 

電 話 045－412－2525 

ＦＡＸ 045－412－2300 

ホームページ http://ktm.or.jp/ 

 


